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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年１０月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年１１月１１日 １０時１０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市豆酘
つ つ

埼南方沖 

豆酘埼灯台から真方位１８９°５６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０６.０′ 東経１２９°１０.０′） 

事故の概要 漁船海
かい

征
せい

丸は、漁船祐
ゆう

徳
とく

丸をえい
．．

航中、えい
．．

航索が破断し、海征丸

が底触し、祐徳丸が干出岩に乗り揚げた。 

海征丸は、舵軸に曲損を生じ、祐徳丸は、自然に離礁した後、沈没

した。 

事故調査の経過  平成２７年１１月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 海征丸、４.６２トン 

   ＮＳ３－８９３０８（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.５５ｍ（Lr）×２.１２ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５７年５月１９日 

Ｂ 漁船 祐徳丸、１.９トン 

   ＮＳ３－８７９５７（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.００ｍ（Lr）×１.８５ｍ×０.７１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数４０、平成２年３月１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年９月１２日 

    免許証交付日 平成２５年７月９日 

（平成３０年９月２９日まで有効）  

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年９月１２日 

    免許証交付日 平成２５年７月９日 

（平成３０年９月２９日まで有効）         

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 舵軸に曲損 
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Ｂ 沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約２.０ｍ、潮汐 下げ潮の初期、潮高 約１７０cm 

  長崎県下対馬地区には、平成２７年１１月７日１６時１３分に波浪

注意報が、９日０５時０７分に強風注意報がそれぞれ発表され、本事

故時も継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、機関の損傷によって運航不能と

なったＢ船の救援に向かい、平成２７年１１月１１日０９時１０分ご

ろＢ船の漂泊場所に至った。 

Ａ船は、Ｂ船にえい
．．

航索を取って引船列（以下「Ａ船引船列」とい

う。）を構成し、機関を回転数毎分１,０００の微速力前進とし、約１

～２ノットの対地速力で定係地に向けてＢ船のえい
．．

航を開始した。 

Ａ船引船列は、豆酘埼南西方沖を北東進した後、４本の立標で示さ

れた水路（以下「本件水路」という。）に向けて転針し、東進した。 

Ａ船引船列は、両船が波を乗り越えるたびに、えい
．．

航索が、緊張と

緩みを繰り返すうち、１０時００分ごろ、本件水路の東口付近におい

てえい
．．

航索のほぼ中央部から破断した。 

Ａ船は、Ｂ船と共にえい
．．

航索を取り直そうとしたが、風潮流により

南西方に圧流され、舵に底触した感覚があったので、えい
．．

航を断念

し、船長Ａが所属する漁業協同組合にＢ船の救援を要請した。 

Ｂ船は、１０時１０分ごろ豆酘埼南方沖の干出岩に乗り揚げた。 

船長Ｂは、付近の干出岩に上がった後、来援した僚船に救助され

た。 

Ａ船は、自力で航行して豆酘漁港に帰航した。 

Ｂ船は、自然に離礁した後に沈没し、後日引き揚げられたが、廃船

処理とされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 

 

Ａ船引船列は、えい
．．

航索として、直径約１４mm 長さ約５０ｍの合成

繊維製錨索を、Ａ船左舷船尾部のたつ
．．

からＢ船の船首部のたつ
．．

にと

り、Ａ船の船首部からＢ船の船尾部まで全長約７０ｍとなっていた。 

船長Ａ及び船長Ｂは、他船をえい
．．

航したり、他船にえい
．．

航されたり

した経験がそれぞれ幾度かあった。 

船長Ａは、本事故当時、Ｂ船の救援に際して本件水路を航行してお

り、本件水路の海象状況から、Ｂ船をえい
．．

航して帰航する時、本件水

路を航行した。 

船長Ｂは、えい
．．

航されているとき、Ｂ船で操舵を行っていた。 

船長Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、豆酘埼南方沖において、Ｂ船をえい
．．

航して本件水路を航行

中、使用していたえい
．．

航索が破断したことから、風潮流により圧流さ

れて、Ａ船が干出岩に乗り揚げて乗り切り、Ｂ船が豆酘埼南方沖の干

出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

 Ａ船のえい
．．

航索は、波高約２ｍの波を越えた際、現有の引張強さを

超える張力がかかって破断したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、豆酘埼南方沖において、Ｂ船をえい
．．

航して本件

水路を航行中、使用していたえい
．．

航索が破断したため、風潮流により

圧流されて、Ａ船が干出岩に乗り揚げて乗り切り、Ｂ船が豆酘埼南方

沖の干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・えい
．．

航する作業を行う場合には、十分な引張強さを有するロープ

を使用すること。 

・えい
．．

航される船は、えい
．．

航索に過度の張力がかからないように船

首揺れを抑えるように操舵すること。 

・波浪中をえい
．．

航する場合、え
．
い
．
航索に衝撃張力がかからないよう

にえい
．．

航索の長さを両船の間隔が波長に対して整数倍になるよう

に調整すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

（平成２７年１１月１１日 １０時１０分ごろ発生） 
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事故発生場所 


